
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キャリアコンサルタント試験合格の方記入例】 郵送申請 

住民票と同一住所をご登録くだ

さい。「〇丁目〇番地〇号」は

「〇－〇―〇」の入力で差し支

えありません。 

 

合格証書（通知書）に記載さ

れた「年月日」、「合格番号（技

能士番号）」が入力されていま

すか？ 

提出日、氏名の印字を確認して

ください。 

その他：欠格事由 

該当する項目が無いことをご確

認ください。☑項目があるとご登

録ができません。 

「登録免許税」の収入印紙 9,000

円分を必ず貼付けてください。（複数

枚数可）消印はしないでください。 

領収書の貼付は不要です。 

「登録手数料」は、収入印紙で

のお支払いはありません。 

登録は本名（戸籍の氏名）で

す。 

（青枠） 

ご入力内容をご確認ください。 

技能士の方は技能検定試験の

「合格証書」をご提出ください。 

合格から５年を経過している場

合は、更新講習「修了証」が必

要です。 

 

申請番号（８ケタ）です。 

書類の指定の箇所（補足書

類、外字届等）にご記入くださ

い。 

（注意） 

1）「氏名」に「旧姓」の併記をご希望の場合は、「氏名」に「旧姓」を併記することができます。旧姓のみの登録・表記はできません。 

「キャリアコンサルタント登録申請補足書類」と旧姓情報の記載されている「戸籍抄本（謄本）」（戸籍の個人事項証明書）を提出してください。 

「氏名」が「人開 花子」、「旧姓」が「霞が関」の場合の登録証印字： 氏名 人開 花子（旧姓：霞が関） 

 

2）外国籍の方の氏名については、住民票等に記載のある「氏名」に「通称名」（住民票に記載のあるもの）を併記することができます。「通称名」

のみの登録・表記はできません。「キャリアコンサルタント登録申請補足書類」を提出してください。 

「氏名」が「YYYY ZZZ」、「通称名」が「霞が関 太郎」の場合の登録証印字： 氏名 YYYY ZZZ（霞が関 太郎） 
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